
平成２２年１２月１０日付け２２動検第８７２号

平成２９年 ９月１９日付け２９動検第６７２号（一部改正）

航空貨物の送致手続について

本要領は、航空機に積載された外国貨物（家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第

１６６号。以下「法」という。）第３７条に規定する指定検疫物のうち動物及びそ

の死体以外のもの。以下「指定検疫物」という。）を、到着した空港以外の法第４

０条第３項に規定する検査場所（以下「指定検査場所」という。）に送致して検査

を受ける場合の、到着空港における手続を定めたものである。

１ 密閉型航空コンテナーに収容された指定検疫物の取扱い

（１）密閉型航空コンテナーの条件

指定検疫物の輸送に利用される航空コンテナーのうち密閉型航空コンテナー

は、次の各事項に適合するものとする。

ア 反復、永続して使用できる強固な構造であること

イ 輸送途中、コンテナーの積替えが開扉することなく実施でき、封印可能で

あること

ウ 輸送途中、監視伝染病の病原体等をコンテナー外に散逸するおそれがない

こと

エ コンテナー内外の消毒等の処置が容易に実施できること

（２）密閉型航空コンテナーに収容された指定検疫物の送致手続

家畜防疫官は、指定検疫物を輸入しようとする者又は管理者（以下「輸入者」

という。）が、密閉型航空コンテナーに収容された指定検疫物を到着空港以外

の指定検査場所へ送致することを希望する場合、輸入者に対し、輸入検査申請

書（所要の記載事項のほか、使用コンテナーの種類、記号、番号等を備考欄に

記入したもの）及び必要に応じてＡｉｒ Ｗａｙｂｉｌｌ（これに準ずるもの

を含む。以下「ＡＷＢ等」という。）の提出を求め、その内容及び送致先につ

いて確認、照合し、以下のア又はイにより必要な手続を行うものとする。

ただし、当該指定検疫物が輸入を禁止されているものである場合には、到着

空港の指定検査場所において検査及び必要な消毒等の処置を行うこと。

ア 消毒等の処置が不要なもの

順路及び方法を含む防疫上必要な指示をして送致させるものとする。

イ 消毒等の処置が必要なもの

原則として、到着空港の指定検査場所において検査及び消毒等の処置を行

うものとする。



なお、輸出国政府機関が発行する検査証明書又はその写しの添付があるも

のについては、別記様式の表示を行って、前記アに準じて送致させることが

できるものとする。

２ 密閉型航空コンテナーに収容されていない指定検疫物の取扱い

（１）密閉型航空コンテナーに収容されていない指定検疫物の範囲

密閉型航空コンテナーに収容されていない指定検疫物とは、密閉型航空コン

テナー以外のものに積載されている指定検疫物のほか、他の貨物と混載されて

いることなどにより、密閉型航空コンテナーに収容されたままの状態での送致

が不可能な指定検疫物を含む。

（２）密閉型航空コンテナーに収容されていない指定検疫物の送致手続

密閉型航空コンテナーに収容されていない指定検疫物は、原則として、到着

空港の指定検査場所において検査及び必要な消毒等の処置を行うものとする。

ただし、家畜防疫官は、輸入者が、当該指定検疫物を到着空港以外の指定検

査場所へ送致することを希望する場合、輸入者に対し、輸入検査申請書及び必

要に応じてＡＷＢ等の提出を求め、その内容及び送致先について確認、照合す

るとともに、以下の全てを充足すると認められる場合には、その順路及び方法

を含む防疫上必要な指示をして送致させることができる。

ア 当該指定検疫物が、輸入を禁止されているもの及び消毒等の処置が必要な

ものに該当しないこと。

イ 専用の道路走行車両（パネルトラック等、閉扉により荷台の密閉性を保て

る車両をいう。）に当該指定検疫物を積載し、荷台を確実に閉扉した上で輸

送することが確認できること。

なお、家畜防疫官は、輸入者から、使用を予定している専用の道路走行車

両についてあらかじめ情報が提示され、適切に輸送することができると認め

た車両が用いられる場合には、送致時における当該車両の現物確認を省略す

ることができる。

ウ 当該指定検疫物が、他の荷物と混載することなく専用の道路走行車両に積

載されること。

ただし、当該指定検疫物が、箱等の容器に包装され、病原体の散逸防止を

図る措置がなされているものについては、この限りでない。
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このコンテナーは、監視伝染病の病原体を散逸しないことが確認されたが、輸送

中に破損等の異常を発見した場合は直ちに下記に届け出ること。

動物検疫所 家畜防疫官（氏名) 印

TEL:


